
一宮市告示第    号

市道の路線廃止に関する告示

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基

づき、市道の路線を廃止する。

 その関係図面は、公示の日から２週間建設部道水路管理課におい

て一般の縦覧に供する。

令和  年  月  日

             一宮市長  中野 正康
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整　理 起　　　　　　　　　　　　点

番　号 終　　　　　　　　　　　　点

木曽川町黒田九ノ通り

木曽川町黒田九ノ通り

木曽川町門間字沼梯

木曽川町黒田九ノ通り

萩原町中島字白山

萩原町中島字白山

② 市道P6092号線

③ 市道H525号線

以　下　余　白

路線廃止

路　　　線　　　名
主　要　な

経　過　地

① 市道P2328号線
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